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福島労働局

◇長時間労働の是正に向けた取組を推進します。
各労基署の「労働時間相談・支援班」において、労働基準法等の改正内容を含む労働時間に関する

法制度等の周知、理解の促進に向けた説明会等を実施するとともに、事業場での長時間労働の是正に
向けた自主的な取組が促進されるよう、個別訪問によるきめ細やかな相談・支援を行います。
また、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業

場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して、引き続き
監督指導を実施することにより、長時間労働の是正や医師による面接指導の実施について徹底を図り
ます。
さらに、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間として、長時間労働の是正に向けた集中的な周

知・啓発等の取組を行います。
また、事業場における自主的な長時間労働の抑制方策や労働者の健康確保対策の確立を図るため、

衛生委員会等の活用を促すとともに、小規模事業場に対しては、働き方・休み方改善コンサルタント
や産業保健総合支援センターが実施する研修や窓口相談等の活用による長時間労働の抑制方策や労働
者の健康確保対策の確立を勧奨します。

最重点施策 １．魅力ある職場づくりの推進

（１）働き方改革の推進

当局においては、平成30年12月に開催した「福島県
魅力ある職場づくり推進協議会」における「確認事項
（2018年）」に基づき、雇用の質を高めるとともに、
雇用環境の整備を促進するため、以下のとおり「魅力
ある職場づくり」に取り組みます。

福島県魅力ある職場づくり推進協議会

１

（1）監督指導の実施事業場数 489事業場

（2）主な違反内容

②賃金不払残業があったもの 38事業場（全体の 7.8％）
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 41事業場（全体の 8.4％）

（3）その他の改善指導の内容
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの 387事業場（全体の 79.1％）
②労働時間の把握方法が不適正なもの 97事業場（全体の 19.8％）

長時間労働が疑われる事業場に対する監督結果の概要（平成29年度）

① 違法な時間外労働があったもの

うち、月 時間を超えるもの 事業場

① 違法な時間外労働があったもの
177事業場（違反率36.2％）

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
・月80時間を超えるもの 126事業場
うち、月100時間を超えるもの 82事業場
うち、月150時間を超えるもの 13事業場

うち労働基準関係法令違反が認められたもの 299事業場（違反率61.１%）



福島労働局

◇中小企業・小規模事業者等を支援します。
働き方改革の実現のためには、我が国の雇用の７割を占める中小企業・小規模事業者等に対して、働

き方改革の趣旨や改正法の内容についての浸透を図り、その取組みを進めていくことが重要とされてい
ることから、働き方改革の実行に向けて平成30年4月から設置した「働き方改革推進支援センター」につ
いて、様々な機会を通じて、企業への積極的な活用促進を図り、きめ細やかな相談・支援を実施しま
す。働き方改革を支援するための「時間外労働等改善助成金」や「業務改善助成金」等についても連携
して周知を図ります。
また、昨年2回にわたり県内すべての商工会議所・商工会等を訪問して働き方改革の必要性等について

周知を行いましたが、そこで構築した情報伝達のネットワークを最大限に活用して、今後も引き続き効
果的な周知・広報に取り組むとともに、「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」の構成員等と連携を
図って、働き方改革に関する支援について、周知広報・啓発をより一層協力して行います。
さらに、企業が抱えている課題等について情報共有を行い、問題解決に向けた意見交換を行う「働き

方改革ワークショップ」を開催します。

◇雇用形態にかかわらない公正な待遇を確保します。
働き方改革関連法の成立により、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合

理な待遇差の解消を実現するため、2020年4月から、パートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派
遣法が順次施行されることになるため（中小企業については、パートタイム・有期雇用労働法の規定の
適用は2021年4月）、その円滑な施行に向けて、関係機関と連携した説明会の開催及びセミナー等、あ
らゆる機会を通じて、改正内容の周知徹底を図るとともに、改正法に沿った対応を促すため、取組手順
書や業界ごとの特性を踏まえた「導入支援マニュアル」を活用して、きめ細やかな相談・支援を行いま
す。
また、「キャリアアップ助成金」について、引き続き積極的な活用を促します。

１．魅力ある職場づくりの推進最重点施策

２

◇治療と仕事の両立支援を推進します。
治療と職業生活の両立支援について、平成29年10月に設置した「福島県地域両立支援チーム」の活動

を通し、情報交換を行うとともに、リーフレットを活用して助成金制度や相談窓口等の周知を行います。
また、福島産業保健総合支援センターと連携して、あらゆる機会を捉え「事業場における治療と職業

生活の両立支援のためのガイドライン」の周知広報を行います｡



◇非正規労働者への雇用対策（正社員希望者に対する就職支援など）
を推進します。
正社員に重点を置いた求人開拓及び非正規雇用求人の正社員求人への転換の働きかけとの連携等に

より、正社員求人の確保を図ります。
また、不本意ながら非正規雇用で働く方の正社員転換を事業主に働きかけるとともに、非正規雇用

であった求職者に対して正社員求人へ応募するメリットを説明し、担当者制等による極め細やかな職
業相談や応募書類の作成指導等に取り組み、積極的なマッチングを図ります。

（２）正社員希望者に対する就職支援及び人手不足分野などに
おける人材確保と雇用管理改善

◇福島県正社員転換・待遇改善実現プランに基づく施策を推進します。
非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の推進のため、平成28年度～平成32年度の5か年間の計画

として策定した「福島県正社員転換・待遇改善実現プラン」に基づき、正社員に重点を置いた求人開拓
及び非正規雇用求人の正社員求人への転換働きかけ等により、正社員求人の確保を図ります。
計画期間は、平成28年度（平成28年4月）～平成32年度（平成33年3月）の5か年とし、プランの着

実かつ効果的な推進を図るため、プランの進捗状況を毎年把握・公表します。

〇主な目標（平成28－32年度累計）
①ハローワークによる正社員就職・正社員転換数：93,055件
②キャリアアップ助成金を活用して有期契約から正規雇用等に転換した労働者数：2,350人

１．魅力ある職場づくりの推進最重点施策

0.96 0.97 1.01 1.04 1.08 1.11 1.12 1.16 
1.22 

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

正社員有効求人倍率の推移（福島県）

Ｈ30年度

Ｈ29年度

Ｈ28年度

Ｈ27年度

（倍）

目 標 H28年度 H29年度 H30年度
（4～9月）

累 計 進捗率
（H28.4～H30.9）

正社員就職・正社員転換数 93,055 17,997 17,582 8,591 44,170 47.5%

正社員求人数 420,200 85,215 85,429 43,167 213,811 50.9%

〇正社員転換等の進捗状況
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（２）正社員希望者に対する就職支援及び人手不足分野などに
おける人材確保と雇用管理改善

◇人手不足分野・地域における労働力確保対策（福祉、建設、警備、運
輸業等）を推進します。
県内ではハローワーク福島、郡山及びいわき（※いわきは平成31年度新設）に「人材確保対策コー

ナー」を設置し、人手不足が顕著な福祉、建設、警備、運輸業などの分野に対する総合専門窓口を運営
します。
建設分野では、福島県建設業協会と連携し、会員事業所への雇用管理改善の必要性及び各種助成金制

度の周知を行い、雇用環境の向上を図っていきます。特に、「福島県建設雇用改善推進対策会議」（国
土交通省東北地方整備局、福島労働局、福島県、建設業関係団体等）において、関係行政機関及び建設
業関係団体との連携を図り、若年労働者の人材確保・育成に向けた協力体制の整備と、既存訓練施設と
連携した教育訓練体系の構築を検討していきます。
福祉分野では、福島県、（社福）福島県社会福祉協議会福祉人材センター及び（公財）介護労働安定

センター福島支所等との連携により、福祉関係の就職面接会や福祉関係セミナーを開催します。
「ナースセンター・ハローワーク連携事業」により、ハローワーク福島、郡山において、看護師等の求
職・求人情報の相互共有を図り就職促進を実施します。

１．魅力ある職場づくりの推進最重点施策
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有効求人数計 有効求職者数計 有効求人倍率

◆専門・技術（建築・土木技術者、看護師・医療技術者など）、販売（商品販売、営業など）、サービス（介護サービス、接客・給仕な
ど）、保安（道路交通誘導員など）、輸送等運転、建設等の職業等で求人数が求職者数を上回っている一方で、事務、配送・清掃
等で求人数が求職者数を下回っているなど、職種間でのミスマッチが生じている。

◇人材確保に向けた雇用管理改善等を促進します。
人材確保のためには、事業主自身が職場自体の魅力アップ（雇用管理改善）を推進し、労働者の募

集・採用と職場定着を図ることが重要であることから、労働局・ハローワークにおいて様々な機会を捉
えて雇用管理改善の啓発・周知を行い、人材不足となっている事業所の雇用管理改善を促進します。
併せて、キャリアアップ助成金等の積極的な活用促進により、キャリアアップのための職場環境を整

備し、非正規雇用労働者等の雇用の安定、人材育成、処遇改善等を図ります。
なお、今年度から施行される「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」

に基づく、新たな在留資格「特定技能」を有する外国人労働者の適正な受入れのため、当該在留資格に
関して事業主への周知を図るとともに、特定技能所属機関への適正な雇用管理に関する指導・助言等を
実施します。

（人）
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◇ユースエール認定企業制度の普及を拡大します。
若者の採用育成に積極的で雇用管理が優良な企業を厚生労働大臣が優良企業として認定する「ユー

スエール認定企業」制度の普及拡大に努め、県内企業に対して広く周知広報を行い、雇用管理改善の
取組みを促すことによって、県内の認定企業数拡大を図ります。

（３）若者の雇用対策

県内企業が魅力ある職場づくりに積極的に取り組むことが若者の県内就職の促進と定着に
重要です。このため若者が次代を担うべき存在として活躍できる環境整備を図り、就職準備
から就職活動、就職後の職場定着支援に至るまでの対策を福島県及び関係機関と連携の下で
推進します。

◇新規高卒者等に対する就職を支援します。
「福島県高等学校就職問題検討会議」や「福島県新規高卒者就職促進対策会議」等において福島県、
福島県教育委員会の関係機関や経済団体等との連携を図り支援を実施します。
高卒求人の早期確保のため、ハローワークによる計画的な求人開拓や労働局幹部・福島県・福島

県教育委員会が経済団体や事業所に対して早期の求人提出を要請します。
学卒ジョブサポーターが学校の進路指導担当者と連携し、就職準備から就職活動の支援及び就職

後の安易な早期離職防止を図るため、新規学卒就職者及び就職内定者（新入社員を含む。）への職
場定着支援を積極的に行います。

◇新規大卒者等に対する就職を支援します。
新卒応援ハローワークにおいて、大学等と連携を図り入学時からセミナー等により、職業意識の醸

成、就職活動支援、内定後のフォローアップ等、段階的な支援を行います。特に、平成31年度卒業・
修了予定者に対しては未就職者が増加することがないよう、年度後半において未内定学生への集中的
な就職支援を行います。

１．魅力ある職場づくりの推進最重点施策
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福島労働局

◇女性の活躍を推進します。
男女がともに活躍できる職場環境整備のため、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

や女性の活躍・両立支援総合サイトへの情報公表を働きかけるとともに、「えるぼし」認定申請に向
けた取組を推進します。
また、女性の活躍推進に取り組む中小企業事業主を支援するため、助成金制度の活用等取組支援を

図ります。
さらに、事業主を対象としたセミナーを開催し、女性の活躍推進、妊娠・出産等に係る女性労働者

の雇用管理及び仕事と家庭の両立支援制度等について周知啓発を図ります。

（５）女性の活躍推進及び職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進

◇仕事と家庭の両立を支援します。
仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりのため、福島県や次世代育成支援センターと連携しつ

つ、各企業の実態に応じた次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定する取組を
促すとともに、「くるみん認定」及び「プラチナくるみん認定」取得に向けた事業主の取組を支援し
ます。併せて、県内企業における「イクボス宣言」を推進します。
また、育児・介護休業法の周知啓発を行うとともに、男性の育児休業取得促進のための情報提供等

により男性が育児参加しやすい職場づくりを進め、両立支援助成金の活用等により育児・介護休業等
を利用しやすい職場環境の整備に取り組む事業主を支援します。

◇関係機関との連携による取組を推進します。
上記の「魅力ある職場づくり」の推進に当たっては、下記に基づき具体的に推進します。
・「福島県雇用対策協定」（平成28年3月24日）
・「福島県の魅力ある職場づくり推進に関する確認事項（2018年）」(平成30年12月12日)
・「『新生ふくしま』イクボス宣言促進協定」（平成29年4月5日）
・「ふくしま「魅力ある職場づくり」包括連携協定」（平成29年7月26日）
・「新生ふくしま『人を大切にする企業づくり』・『魅力ある職場づくり』推進連携協定」
（平成30年1月24日）

１．魅力ある職場づくりの推進最重点施策

（４）事業主が行う人材育成への支援

少子高齢化の進展に伴い企業の人手不足が深刻化している中で、企業が事業展開を図るためには、

企業等が持つ技術力の強みを活かしつつ、技術革新に対応できる労働者を確保、育成し、企業が生み

出す付加価値（労働生産性）を高めていくことが不可欠となっています。

このような中で、働く人の視点に立った「働き方改革」を推進するには生産性の向上が重要であり、

生産性向上を目的とした在職者の職業能力開発を積極的に推進する必要があります。

このため、事業所及び経済団体等に対し在職者向け人材育成支援策（非正規社員の正社員化、従業

員のスキルアップのための訓練、人材育成にかかる各種助成金、認定職業訓練、ものづくりマイス

ターの派遣、教育訓練給付金等）について、広く周知し活用を図ります。

また、機構福島支部に設置されている中小企業等の生産性向上に向けた人材育成を支援することを

目的とした「生産性向上人材育成支援センター」についても事業所及び経済団体等に対し周知します。
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№ 企業名 所在地 認定年度 № 企業名 所在地 認定年度

1 ㈱三本杉ｼﾞｵﾃｯｸ 福島市 2015年度 18 第一緑化工業㈱ 会津若松市 2017年度

2 深谷建設㈱ 塙町 2016年度 19 山北調査設計㈱ 郡山市 2017年度

3 白河信用金庫 白河市 2016年度 20 ㈱丸庄工務所 会津美里町 2018年度

4 ㈱光陽社 白河市 2016年度 21 会津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈲ 会津若松市 2018年度

5 ㈱二嘉組 郡山市 2016年度 22 ソマ㈱ 相馬市 2018年度

6 会津鉄道㈱ 会津若松市 2016年度 23 社会福祉法人伸生福祉会 南相馬市 2018年度

7 ㈱会津ﾀﾑﾗ製作所 会津美里町 2017年度 24 ㈲吾妻ﾌﾟﾚｽ工業 二本松市 2018年度

8 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ ｱﾓﾙﾄﾝ㈱

喜多方市 2017年度 25 荒井建設㈱ 喜多方市 2018年度

9 山十建設㈱ 金山町 2017年度 26 東北工業㈱ 郡山市 2018年度

10 ㈱ｸﾚﾊｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ いわき市 2017年度 27 ㈱福島明工社 須賀川市 2018年度

11 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾝ㈱ 大玉村 2017年度 28 江戸川ｳｯﾄﾞﾃｯｸ㈱ いわき市 2018年度

12 ㈱福島製作所 福島市 2017年度 29 ㈲第一機工 いわき市 2018年度

13 川名建設工業㈱ 本宮市 2017年度 30 ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾗﾎﾞ㈱ 郡山市 2018年度

14 東北ﾋﾞﾙﾊｰﾄﾞ㈱ 郡山市 2017年度 31 ㈱いわきﾃｨｰﾜﾝﾋﾞﾙ いわき市 2018年度

15 ㈱ミウラ 須賀川市 2017年度 32 ㈱栄製作所 南相馬市 2018年度

16 東建土質測量設計
㈱

須賀川市 2017年度 33 ｼｰｴｰｼﾞｰ㈱ 石川町 2018年度

17 ㈱藤建技術設計ｾﾝ
ﾀｰ

棚倉町 2017年度 34 ㈱兼子組 白河市 2018年度

「魅力ある職場づくり」 認定企業一覧

●「ユースエール」とは、
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が

認定するものです。
●「くるみん」「プラチナくるみん」とは、

従業員の仕事と子育てのための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の要件を満たした企業が次世代育成支援対策
推進法に基づき厚生労働大臣（都道府県労働局長へ委任）の認定を受けるものです。

●「えるぼし」とは、
企業における女性の活躍推進のための取組が認定基準の評価項目（①採用､②継続就業､③労働時間等の働き方､④女性

管理職比率､⑤多様なキャリアコース）を満たす事業主が女性活躍推進法に基づき厚生労働大臣の認定を受けるものです。
● 認定を受けた企業は、認定マークを商品や広告に付すことができ、企業イメージの向上や優秀な人材の確保が期待され
ます。

ユースエール認定企業
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くるみん認定企業

プラチナくるみん認定企業 えるぼし認定企業

№ 企業名 所在地 認定年度 № 企業名 所在地 認定年

1 ㈱郡山測量設計社 郡山市 2008年
2013年 19 ㈱ﾊﾆｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ いわき市 2015年

2 ㈱沖データシステムズ
注1)

福島市 2008年 20 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ ㈱ いわき市 2015年

3 ㈱東邦銀行 福島市 2009年
2014年 21 社団医療法人 養生会

かしま病院
いわき市 2015年

4 藤田建設工業㈱ 東白川郡 2009年 22 一般財団法人
太田綜合病院

郡山市 2015年

5 ㈱ニラク 郡山市
2010年
2012年
2016年

23 一般財団法人
大原記念財団

福島市 2015年

6 福島キヤノン㈱ 福島市
2010年
2012年
2014年

24 ㈱ヨークベニマル 郡山市 2015年

7 ㈱田中建設 双葉郡 2010年 25 社会福祉法人 南町保育会 会津若松市 2016年

8 医療法人社団 三成会 須賀川市 2012年 26 医療法人平心会 須賀川市 2016年

9 社会福祉法人
太田福祉記念会

郡山市 2012年 27 日本精測㈱ 会津若松市 2016年

10 ㈱小野中村 相馬市 2013年 28 ㈱二嘉組 郡山市 2016年

11 公益財団法人
磐城済世会

いわき市 2013年 29 アルパイン技研㈱
注3)

いわき市 2016年

12 日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ･
ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ㈱ 注2)

会津若松市 2013年 30 ㈱メディカ 郡山市 2016年

13 社会福祉法人
いわき福音協会

いわき市 2013年 31 社会福祉法人 心愛会 郡山市 2018年

14 医療法人辰星会 二本松市 2013年 32 福島信用金庫 福島市 2018年

15 ㈱ヨシハラ 本宮市 2013年 33 社会福祉法人 笑風会 郡山市 2018年

16 若松ガス㈱ 会津若松市 2014年 34 ダイハツ福島㈱ 郡山市 2018年

17 北関東空調工業㈱ いわき市 2015年 35 一般財団法人
脳神経疾患研究所

郡山市 2018年

18 ㈱ニノテック 郡山市 2015年
2017年

注1）平成22年10月、㈱沖データへ合併
注2）平成29年1月、日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ㈱へ合併
注3）平成29年4月、アルパイン㈱へ合併

№ 企業名 所在地 認定年

1 日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ･
ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ㈱ 注2)

会津若松市 2015年

2 ㈱東邦銀行 福島市 2017年

№ 企業名 所在地 認定段階 認定年

1 社会福祉法人
太田福祉記念会

郡山市
三つ星
第3段階 2016年

2 ㈱東邦銀行 福島市
二つ星
第2段階 2016年

3 ㈱福島銀行 福島市
二つ星
第2段階 2016年

4 ㈱ニラク 郡山市
三つ星
第3段階 2017年

5 社会福祉法人
福島県社会福祉事業団

西郷村
三つ星
第3段階 2018年
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最重点施策 ２．東日本大震災からの復興支援

（１）復旧・復興に従事する労働者の安全・健康確保対策及び
労働条件確保対策

東京電力福島第一原発構内での監督指導

◇原発での廃炉作業に従事する労働者の安全・健康確保対策を推進し
ます。
（ア）監督指導等

福島第一原発を管轄する富岡労働基準監督署を中心に、労働局及び県内全ての労基署が協力し
て、定期的に監督指導を実施するなどにより、東京電力ホールディングス㈱、元方事業者及び関
係請負人に対し、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドラ
イン」に基づく措置の徹底、特殊健康診断有所見者に係る事後措置の実施、長時間労働の是正や
基本的労働条件の遵守徹底など、必要な指導を行います。
さらに、監督指導の結果も踏まえて、東京電力ホールディングス㈱と連携しつつ、元請事業者

及び関係請負人に対し、廃炉に従事する労働者の安全・健康確保及び基本的労働条件の遵守徹底
のために事業者が講ずべき具体的な内容の理解を図るため、集団的に指導する機会を設定します。
また、平成28年7月に設置された「廃炉作業員の健康支援相談窓口」の利用促進を図ります。

９



（イ）放射線管理計画の届出等に基づく指導
上記ガイドラインに基づき提出される放射線管理計画（※１）及び放射線作業届（※２）の審
査を通じ、作業の計画段階において必要な指導を行うことにより安全対策や被ばく対策の徹底
を図ります。
※１ 工事期間における労働者総数の積算実効線量が１シーベルト（１人・シーベルト）を超

えるおそれがあるものを対象
※２ 労働者の実効線量が１日につき１ミリシーベルトを超えるおそれのあるものを対象

（ウ）関係機関等との連携
原子力規制庁、福島県等関係機関と連携を図り、必要な情報の交換を行うとともに、当局にお

いて実施する各施策の推進について協力を求めます。
また、廃炉・汚染水対策現地調整会議、福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会労

働者安全衛生対策部会において、関係省庁・関係市町村への情報提供を行います。

◇特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づく除染等業務及び特定線量
下業務並びに中間貯蔵施設等における汚染土壌の搬入・搬出業務等に従
事する労働者の安全・健康確保対策及び労働条件確保対策を推進します。
（ア）監督指導等

定期的に監督指導を実施するなどにより、元方事業者及び関係請負人に対し、被ばく管理や特
殊健康診断有所見者に係る事後措置を含めた安全・健康確保及び基本的労働条件の遵守徹底など、
必要な指導を行います。
特に、元方事業者に対し、除染作業員の安全・健康確保及び労働条件確保に必要な情報の提供

を行うとともに、事業者が講ずべき具体的な内容の理解の促進を図るため、集団的に指導する機
会を定期的に設定します。
また、除染等業務に従事する労働者に対し、労働基準関係法や労働条件に関する相談先につい

て、リーフレットの配布等により周知を図ります。
その他、中間貯蔵施設等における汚染土壌の搬入・搬出業務を行う運送事業者に対しては、交

通労働災害の防止を含め必要な指導を行います。
（イ）「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加促進

「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加による継続的な被ばく管理の徹底に
ついて指導を行います。

（ウ）関係機関等との連携
環境省福島地方環境事務所、福島県等と連携を図り、必要な情報の交換を行うとともに、当局

において実施する各施策の推進について協力を求めます。

解体作業現場・中間貯蔵施設での監督指導

２．東日本大震災からの復興支援最重点施策
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福島労働局

◇原発での廃炉作業及び除染業務等における違法派遣対策を推進しま
す。
環境省、福島県、福島県警察本部、東京電力ホールディングス㈱など関係機関等による各種会議に

おいて、偽装請負や違法派遣防止の啓発を行うとともに、廃炉作業及び除染作業等業務に係る違法な
労働者派遣等の疑いがある事案を把握した場合や労働者からの申告、相談があった場合には、速やか
に調査を実施し、迅速かつ的確な指導を行います。
なお、環境省から除染等業務を受注している元請事業主に対し、偽装請負や違法派遣の注意を喚起

するリーフレットの送付や除染現場事務所への訪問により、下請事業所も含めた除染等業務における
適正な請負の実施を要請し、併せて上記元請事業主を通して、除染等業務に従事する労働者が抱えて
いる諸問題の問い合わせ窓口を周知するリーフレットを除染等業務に従事する労働者に配布し、それ
により違法派遣等にかかる情報を把握した場合には、迅速な調査・指導を実施します。
また、労働者派遣事業所に対する定期指導において、請負や労働者派遣により、廃炉作業に従事す

る労働者派遣許可事業主を重点に指導を実施し、偽装請負や違法派遣の防止のための指導、啓発を行
います。

２．東日本大震災からの復興支援最重点施策
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◇中間貯蔵施設等における事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働
者の安全・健康確保対策及び労働条件確保対策を推進します。
中間貯蔵施設等の事故由来廃棄物等処分事業場に対し、定期的に監督指導を実施するなどにより、

元方事業者及び関係請負人に対し、被ばく管理を含めた安全･健康確保及び基本的労働条件の遵守徹底
など、必要な指導を行います。
また、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加による継続的な被ばく管理の徹底

について指導を行います。
なお、これら施策を推進するに当たっては、福島地方環境事務所等関係機関とも連携を図ります。



（2）復興に向けた就労支援

◇避難県民の帰還のための就労支援を推進
します。
（ア）「福島県雇用対策協定」による福島県との連携支援

福島県との「福島県雇用対策協定」により、震災復興の雇用対
策を効果的かつ一体的に取り組みます。

（イ）市町村と連携した帰還希望避難者に対する就労支援
避難者が帰還を希望する場合の就職等を支援する「福島雇用促

進支援事業」について、関係市町村から寄せられる人材確保・人
材育成ニーズを踏まえて事業を進めます。

（ウ）避難者に対するハローワークにおける職業相談
ハローワーク富岡において避難者及び帰還者に向けた雇用支援

を行います。
また、引き続き避難者専門の職業相談員を県内ハローワークに

配置し、個別のニーズに合わせた就労支援の情報提供などきめの
細やかな支援を行います。

２．東日本大震災からの復興支援最重点施策
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（エ）避難全世帯への地元情報の発信
県内外の避難者に対し、福島県内の雇用情勢や就労支援事業に関する情報等を発信する「ふく

しまで働く」を年４回（計266,000部）発行し、福島県内への帰還及び就職の支援を行います。
（オ）被災地の人材確保のための公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チー

ム）との連携
公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）と人材確保等に係る情報

共有、連携を図り、被災事業者等を対象とした人材マッチング等により、避難住民の帰還に向け
た支援を実施します。

２．東日本大震災からの復興支援最重点施策

◇復興支援に関する取組の情報提供
上記の取組については、「復興支援特設サイト」により引き続き情報提供を行います。

公的職業訓練の推進などを図ります。
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福島労働局

総 数
うち除染等業務分 うち原発廃炉作業分

年 H23
（3.11～）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計 H23
（3.11～）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計 H23
（3.11～）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計

死
傷
者
数

（
休
業
４
日
以
上
）

113 92 116110115 77 43 30 696 0 9 70 80 86 51 18 12 326 8 7 4 8 6 3 2 1 39

6 0 6 4 3 2 1 1 23 0 0 4 2 1 2 0 1 10 0 0 0 1 2 0 0 0 3

（１）労働条件の確保・改善対策を推進します。

重点施策 １．労働基準担当部署

（２）最低賃金制度の適切な運営を図ります。

（３）第１３次労働災害防止計画の推進及び労働者の安全と健康
確保対策を推進します。
① 第１３次労働災害防止計画
② 労働災害多発業種における労働災害防止対策
③ 転倒災害防止及び交通労働災害防止対策
④ 健康診断の実施及び事後措置の推進
⑤ 職場におけるメンタルヘルス対策及び健康管理対策の推進
⑥ 化学物質による健康障害防止対策
⑦ 石綿健康障害予防対策
⑧ 職業性疾病等予防対策
⑨ 外国人労働者の労働災害防止対策
⑩ 安全衛生優良企業公表制度の周知

（４）労災補償対策を推進します。

東日本大震災復旧・復興工事における労働災害発生状況

うち
死
亡
者
数

※平成30年の数は平成30年12月末時点での速報値
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• 労働災害は近年減少傾向にありますが、2018年の労働災害発生状況については、死亡者数
は前年より減少しているものの、休業4日以上の死傷者数は前年より増加しています。

重点施策 １．労働基準担当部署

福島県内の労働災害発生状況

2017年と比較して2022年までに
①死亡者の数を15％以上減少させる。
②死傷者数（休業4日以上）を5％以上減少させる。

第１３次労働災害防止
計画の目標

・ 第12次・第13次労働災害防止計画期間の労働災害発生状況

31 31

23
20 20

12

2,080 2,084 
1,909 1,957 1,839 1,886 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

休業4日以上の
死傷者数（人）

死亡者数
（人）

※2018年の数は平成30年
12月末時点の速報値

第12次労働災害防止計画 第13次労働災害防止計画
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引上額（円）最低賃金額（円）

福島県内の最低賃金の推移

644
657 658 664 675

689
705

726
748

772

3

13

1

6

11

14
16

21 22
24

0
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35

40

500

550

600

650

700

750

800

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

最低賃金額 引上額

特定(産業別)最低賃金
下記の業種で働く方に適用されます。

（金額は時間額）

輸送用機械器具製造業最低賃金

平成30年12月14日発効 851円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機
械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼
鏡製造業最低賃金

平成30年12月15日発効 849円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具製造業最低賃金
＜医療用計測機製造業（心電計製造業を除
く）を除く。＞

平成30年12月19日発効 815円
自動車小売業最低賃金
＜二輪自動車小売業（原動機付自転車を含
む）を除く。＞

平成30年12月21日発効 848円
非鉄金属製造業最低賃金

平成29年12月16日発効 847円
（改正見送り 据置）



福島労働局

• 長時間労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、脳・心臓疾患との関連
性が強いという医学的知見が得られています。

• 極度の長時間労働は、心身の極度の疲労、消耗を来たし、うつ病などの原因となるとされ
ているほか、長時間労働そのものについて、心理的負荷との総合評価において考慮すべき
ものとされています。

脳・心臓疾患、精神障害に係る労災請求支給状況

120時間以上

100時間～120時間

80時間～100時間

60時間～80時間

その他

時間外労働数の割合（平成２９年度）

120時間以上

100時間～120時間

80時間～100時間

60時間～80時間

その他

時間外労働数の割合（平成２９年度）

重点施策 １．労働基準担当部署

1257
1409 1456 1515 1586

1732

1217 1193
1307 1306 1355

1545

475 436
497 472 498 506

0
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1400
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平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

精神障害に係る労災請求・決定件数の推移

請求件数 決定件数 支給決定件数

※（ ）内は福島局の件数

(16)

(21)

(10)

(17) (15)

(20)

(11) (5) (9)

(11)

(10)

(20)

(17)

(19)

(12)

(16)

(22)

(6)

842
784 763 795 825 840

741
683

637 671 680 664

338 306
227 251 260 253

0

200

400

600

800

1000

1200

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

脳・心臓疾患に係る労災請求・決定件数の推移

請求件数 決定件数 支給決定件数

(9)
(11)

(3)

(4)
(15)

(12)

(3) (2) (3)

(12)

(3)

(2)

(8)

(11)
(11)

※（ ）内は福島局の件数

(15)

(12)

(6)

※本グラフは、支給決定事案のうち、「異常な出来事への遭遇」又は「短期
間の過重業務」を除く

※本グラフは、出来事による心理的負荷が極度であると認められる事案等、
労働時間を調査するまでもなく明らかに業務上と判断した事案の件数を除く
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（１）若者の就労環境を整備します。
① わかものハローワークによる支援
② 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組

（２）障害者雇用対策を推進します。
（３）高齢者の雇用対策を推進します。
（４）子育てする女性等に対する雇用対策を推進します。
（５）生活困窮者対策を推進します。
（６）地方自治体と一体となった雇用対策を推進します。
（７）地域雇用対策を推進します。
（８）失業なき労働移動の実現を図ります。
（９）ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善に取

り組みます。
（10）雇用保険制度の安定的運営を図ります。
（11）労働力需給調整事業の適正な運営を推進します。
（12）公正な採用選考システムの確立を図ります。
（13）公的職業訓練を推進します。
（14）公的職業訓練終了者の就職を支援します。

① 適切な受講あっせん
② 訓練修了者の就職支援

（15）職業能力開発を支援します。
① ジョブ・カード制度の推進
② 技能検定制度の推進

重点施策 ２．職業安定担当部署

訓練風景

AKB48 チーム8
伊藤きらら
ハロートレーニングアンバサダー
（北海道・東北エリア担当福島県）
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障害者の雇用状況（実雇用率）

高年齢者雇用確保措置の実施状況（企業規模別）

（％）

（％）

重点施策 ２．職業安定担当部署

○ 社会福祉（生活福祉）課窓口に隣接させ「ハローワークコーナー」を設置。
身近な市役所で国の就職支援ナビゲーターが相談を行い、ワンストップによる一体的な就労
支援を実施。

窓口の
ようす

就職支援ナビゲーター：2名
求人情報提供端末：2台

就職支援相談支援員
ケースワーカー 他

市国
窓口の
体制

概要
○ 国（就労支援）と自治体（福祉）の協働で行う一体的実施事業として県内2ヶ所（郡山市（平成
25年10月）、福島市（平成27年7月））に設置したハローワークの常設窓口において、ワンス
トップ型の就労支援を行う。

生活困窮者対策の推進

1.46

1.47 1.46

1.55

1.59 1.63

1.68 1.65 1.69

1.76

1.82 1.88
1.92

1.97

1.48

1.49 1.52
1.48

1.54 1.56
1.61

1.59

1.64

1.69 1.76

1.84 1.90

1.95

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

全国

福島

95.7 95.7

91.1

96.3

86.8

97.8 98.8 99.099.3 99.7

91.1

95.9 97.6 97.5
92.4

97.2

86.4

98.4 98.9 99.4 99.4
99.9

91.0

95.4
97.2 97.4

91.7

97.0

85.9

100.0

99.3

100.0 100.0 100.0
98.0 97.9 98.7

90.1

100.0 100.0 100.0 100.0

73

78

83

88

93

98

103

19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

全企業（31人以上）
全企業（５１人以上）

51～300人
301人以上

※平成30年の数値は平成31年3月末に公表予定

【状況】 （平成31年1月末現在）
○ 支援対象者数 ： 郡山市‥165人 、 福島市‥199人
○ 就 職 者 数 ： 郡山市‥79 （就職率：47.9％） 、 福島市‥101人 （就職率：50.8％）
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福島労働局

（１）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策等を
推進します。

（２）育児・介護休業法の確実な履行に向けた適切な指導等を実施し
ます。

（３）女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事
業主行動計画等の策定等の促進を図ります。

（４）総合的ハラスメント対策を一体的に実施します。
（５）個別労働紛争の解決の促進を図ります。

① 総合労働相談コーナーの適切な運営
② 個別労働関係紛争解決促進法に基づく効果的な助言・指導及
びあっせんの実施

③ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働
法関係の紛争解決の援助

（６）労働条件の確保・改善対策（周知・啓発）を推進します。
① 無期転換ルールの周知・啓発及び有期雇用特別措置法の円滑
な施行

② 労働法制の普及等に関する取組
（７）最低賃金・賃金引上げに向け中小企業・小規模事業者等を支援

します。
（８）医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を推進します。
（９）使用者による障害者虐待の防止に取り組みます。

重点施策 ３．雇用環境・均等担当部署

１９

総合労働相談件数の推移



（１）労働保険制度の適正な運営を図ります。
① 労働保険の未手続事業一掃対策等の推進
② 労働保険料等の適正徴収の徹底

重点施策 ４．労働保険適用徴収担当部署

個別労働関係紛争に係る助言・指導申出内容 内訳

重点施策 ３．雇用環境・均等担当部署

地方労働行政の展開にあたり留意すべき基本的事項

１ 計画的・効率的な行政運営及び綱紀の保持を図ります。
２ 地域に密着した行政を展開します。
（１）地方公共団体、労使団体等との連携
（２）積極的な広報の実施
３ 行政文書及び保有個人情報の厳正な管理及び情報公開制度・個人情報保護制度
への適切な対応を行います。

２０
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自己都合退職 その他の労働条件 いじめ・嫌がらせ 賠償 その他の労働紛争



労
働
基
準
監
督
署

署 名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

福 島 〒960-8021 福島市霞町1－46 福島合同庁舎1階 024-536-4611 024-536-4614

郡 山 〒963-8025 郡山市桑野2－1－18 024-922-1370 024-922-1487

いわき 〒970-8703 いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎4階 0246-23-2255 0246-25-1097

会 津 〒965-0803 会津若松市城前2-10 0242-26-6494 0242-26-6496

白 河 〒961-0074 白河市郭内1-124 0248-24-1391 0248-24-1393

須賀川 〒962-0834 須賀川市旭町204-1 0248-75-3519 0248-75-3520

喜多方 〒966-0896 喜多方市諏訪91 0241-22-4211 0241-22-4212

相 馬 〒976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘68 0244-36-4175 0244-36-4176

富 岡 〒979-1112 双葉郡富岡町中央2丁目104 0240-22-3003 0240-22-3027

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）

所 名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

福 島 〒960-8589 福島市狐塚17-40 024-534-4121 024-534-0423

いわき 〒970-8026 いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎1階 0246-23-1421 0246-22-1088

小名浜 〒971-8111 いわき市小名浜大原字六反田65-3 0246-54-6666 0246-54-6667

勿 来 〒974-8212 いわき市東田町1-28-3 0246-63-3171 0246-77-0165

会津若松 〒965-0877 会津若松市西栄町2-23 0242-26-3333 0242-38-2332

南会津 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字行司12 0241-62-1101 0241-63-1056

喜多方 〒966-0853 喜多方市字千苅8374 0241-22-4111 0241-22-3881

郡 山 〒963-8609 郡山市方八町2-1-26 024-942-8609 024-941-1940

白 河 〒961-0074 白河市字郭内1-136 白河小峰城合同庁舎1階 0248-24-1256 0248-23-4749

須賀川 〒962-0865 須賀川市妙見121-1 0248-76-8609 0248-75-4930

相 双 〒975-0032 南相馬市原町区桜井町1-127 0244-24-3531 0244-24-3532

相 馬 〒976-0042 相馬市中村1-12-1 0244-36-0211 0244-37-2376

富 岡 〒979-1111 双葉郡富岡町大字小浜字大膳町109-1 0240-22-3121 0240-21-0107

二本松 〒964-0906 二本松市若宮2-162-5 0243-23-0343 0243-62-2737
２１

福
島
労
働
局

総務部 〒960-8021 福島市霞町1－46 福島合同庁舎5階
総務課 TEL 024-536-4601  FAX 024-535-6595 労働保険徴収室 TEL 024-536-4607 FAX 024-536-3300
労働基準部 〒960-8021 福島市霞町1－46 福島合同庁舎5階
監督課 TEL 024-536-4602 FAX 024-535-5755 健康安全課 TEL 024-536-4603 FAX 024-535-5755
労災補償課 TEL 024-536-4605 FAX 024-529-5472 賃金室 TEL 024-536-4604 FAX 024-536-4670

職業安定部 〒960-8021 福島市霞町1－46 福島合同庁舎4階
職業安定課 TEL 024-529-5338 FAX 024-536-4200 職業対策課 TEL 024-529-5409  FAX 024-536-4211
訓練室 TEL 024-536-7733 FAX 024-536-4200 需給調整事業室 TEL 024-529-5746 FAX 024-536-4222
雇用環境・均等室 〒960-8021 福島市霞町1－46 福島合同庁舎5階
指導係 TEL 024-536-4609 企画調整･助成金 TEL 024-536-2777  FAX 024-536-4658



その他の職業相談窓口

総合労働相談コーナー

名 称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

伊達市地域職業相談室 〒960-0653伊達市保原町字泉町94-1 024-574-3535 024-576-4242

田村市地域職業相談室 〒963-4312田村市船引町船引字南元町28 0247-81-1730 0247-81-1731

石川地方職業相談室 〒963-7845石川郡石川町字高田234-1 0247-26-2484 0247-26-2262

浪江町地域職業相談室 〒979-1513双葉郡浪江町大字幾世橋字芋頭5-2 東京電力福島第一原発事故の影響で閉鎖中
です。ハローワーク相双へご連絡ください。

ハローワーク富岡広野サテライト 〒979-0403双葉郡広野町大字下浅見川字広長44-3
広野みらいオフィス2階 0240-27-1220 0240-27-1228

ハローワーク郡山マザーズコーナー 〒963-8034郡山市島2丁目402 024-927-4626 024-931-8610

ハローワークプラザ郡山 〒963-8034郡山市島2丁目402 024-931-1151 024-931-8609

福島わかものハローワーク 〒960-8051福島市曽根田町1-18
MAXふくしま5階 024-529-6626 024-533-3711

福島新卒応援ハローワーク 〒960-8051福島市曽根田町1-18
MAXふくしま5階 024-529-7649 024-533-3711

郡山新卒応援ハローワーク 〒963-8002郡山市駅前2-11-1
ビックアイモルティ4階 024-927-4633 024-933-2333

福島労働局雇用調整助成金等事務
センター ※助成金業務のみ 〒960-8051福島市曽根田町10-24 024-529-5681 024-533-0550

コーナー名 郵便番号 所在地 電話番号

福島労働局 〒960-8021 福島市霞町1-46（福島労働局雇用環境・均等室内）
024-536-4600
フリーダイヤル（労働者のみ）

0800-8004611

福 島 〒960-8021 福島市霞町1-46（福島労働基準監督署内） 024-503-4859

郡 山 〒963-8025 郡山市桑野2-1-18（郡山労働基準監督署内） 024-922-1370

いわき 〒970-8703 いわき市平字堂根町4-11（いわき労働基準監督署内） 0246-23-2255

会 津 〒965-0803 会津若松市城前2-10（会津労働基準監督署内） 0242-26-6494

白 河 〒961-0074 白河市郭内1-124（白河労働基準監督署内） 0248-24-1391

須賀川 〒962-0834 須賀川市旭町204-1（須賀川労働基準監督署内） 0248-75-3519

喜多方 〒966-0896 喜多方市諏訪91（喜多方労働基準監督署内） 0241-22-4211

相 馬 〒976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘68（相馬労働基準監督署内） 0244-36-4175

富 岡 〒979ｰ1112 双葉郡富岡町中央2丁目104（富岡労働基準監督署内） 0240-22-3003
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福島労働局福島労働局ホームページで開設している特設サイトです。
役立つ情報を提供していますので、是非アクセスしてください。
また、ご意見・ご要望があれば下記までお寄せください。

「復興支援特設サイト 福島労働局」

●労働、雇用の面から復興支援の
主な取組を発信しています。

「震災後のわが社」
●東日本大震災で被災した浜通り
地区の企業が復興し、頑張って
いる現在の姿を紹介しています。

●子供が病気の時の相談先や新米
ぱぱままなどが知っておきたい
情報、ぱぱままがいる事業主向
けの情報を発信しています。

「ぱぱ・まま応援サイト」

「ふくしま 高校生・大学生労働局」
●在学生、既卒者、保護者、教諭
向け、就職活動に関する情報を
ワンストップで発信しています。

●ご意見・ご要望は
福島労働局 雇用環境・均等室 ℡ 024-536-2777へ

「労働行政関係助成金のご案内」

●労働局が扱っている助成金の全
てが分かります。

「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」
●働き方改革に関する主な取組を
発信しています。
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「働き方改革特設サイト」

●働き方改革に関する法律制度や
各種支援制度等を紹介しています。



福島労働局

ハローワークいわき

ハローワーク小名浜

YCTYI
テキストボックス
地図修正予定




